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たかおか社労士事務所

長　美津子

〒267-0066

千葉市緑区あすみが丘四丁目27番地4

TEL:043-205-0515

FAX:043-235-7523

→ プロフィール




お問い合わせ



 












 お名前 (必須)

 

 メールアドレス (必須)

 

 電話番号

 

 内容

 


　上記内容にて送信します。よろしければ、チェックを入れ、送信ボタンを押してください。












最近の投稿
	

		2024年3月31日社会労務情報労働局の是正指導強化
	

		2024年2月28日法改正情報令和6年度に改正予定の主な事柄
	

		2024年1月29日社会労務情報対象期間中で36協定を変更することは可能か？


				
			カテゴリー
				法改正情報

	社会労務情報



		

										
				月別アーカイブ
									選択してください
 2024年3月 
 2024年2月 
 2024年1月 
 2023年12月 
 2023年11月 
 2023年10月 
 2023年9月 
 2023年8月 
 2023年7月 
 2023年6月 
 2023年5月 
 2023年4月 
 2023年3月 
 2023年2月 
 2023年1月 
 2022年12月 
 2022年11月 
 2022年9月 
 2022年8月 
 2022年7月 
 2022年6月 
 2022年4月 
 2022年3月 
 2022年2月 
 2022年1月 
 2021年12月 
 2021年11月 
 2021年9月 
 2021年8月 
 2021年7月 
 2021年6月 
 2021年5月 
 2021年4月 
 2021年3月 
 2021年2月 
 2021年1月 
 2020年12月 
 2020年10月 
 2020年9月 
 2020年8月 
 2020年7月 
 2020年6月 
 2020年5月 
 2020年4月 
 2020年2月 
 2020年1月 
 2019年10月 
 2019年9月 
 2019年8月 
 2019年7月 
 2019年6月 
 2019年5月 
 2019年4月 
 2019年3月 
 2019年1月 
 2018年11月 
 2018年10月 
 2018年8月 
 2018年7月 
 2018年6月 
 2018年5月 
 2018年3月 
 2018年2月 
 2018年1月 
 2017年12月 
 2017年11月 
 2017年9月 
 2017年8月 
 2017年6月 
 2017年5月 
 2017年3月 
 2017年2月 
 2017年1月 
 2016年12月 
 2016年11月 
 2016年10月 
 2016年9月 
 2016年8月 
 2016年7月 
 2016年6月 
 2016年5月 
 2016年4月 
 2016年3月 
 2016年2月 
 2016年1月 
 2015年12月 
 2015年11月 
 2015年9月 
 2015年7月 
 2015年5月 
 2015年4月 
 2015年3月 
 2015年2月 
 2015年1月 
 2014年12月 
 2014年11月 
 2014年10月 
 2014年9月 
 2014年8月 
 2014年7月 
 2014年6月 
 2014年5月 
 2014年4月 
 2014年3月 
 2014年2月 
 2014年1月 
 2013年12月 
 2013年11月 
 2013年10月 
 2013年9月 
 2013年8月 
 2013年7月 
 2013年6月 
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				当事務所の理念


	１．労働トラブルを発生させない人事労務管理を通じて、お客様の健全な事業経営に貢献します。

２．お客様と同じ方向を見つめ、共に考え、悩み、解決策を導き、さらなる事業の発展に貢献します。

３．変化する社会の中で常にお客様のニーズに応えていくため、日々研鑽を重ねていきます。




業務のご案内


	契約は、顧問契約を前提とした継続契約とスポット契約のいずれかをご選択いただけます。

労働・社会保険手続代行/中小事業主等や一人親方等の方の特別加入手続代行/新規適用手続代行/就業規則や各種社内規程の作成、変更、届出/労使協定書等が必要な制度の導入、協定書等作成、届出/労働トラブル等相談/労働基準監督署等の指導、調査等への対応等/助成金等







たかおか社労士事務所
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長　美津子
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事業主様に寄り添い、企業のさらなるご発展のお手伝いができればと願っております。

[管理用]
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